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○筑前町水道事業給水条例施行規則 

平成17年４月１日規則第106号 

改正 

平成26年２月26日規則第１号 

平成28年３月15日規則第９号 

平成29年９月29日規則第20号 

令和６年８月27日規則第16号 

筑前町水道事業給水条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、筑前町水道事業給水条例（平成17年筑前町条例第142号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（給水方式） 

第２条 給水方式は、配水管の水圧で直接に給水するものとする。ただし、配水管の

水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び町長が特に必要と認める

箇所については、貯水槽式給水とする。 

（共用給水装置の設置） 

第３条 条例第４条第２号の規定による共用給水装置は、次に掲げる施設に設置する。 

(１) 天地地変又は火災による被災者を収容する集合住宅 

(２) その他町長が特に必要があると認めた施設 

（給水装置の新設等の申込み） 

第４条 条例第６条第１項の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事の

申込みは、給水装置（新設・改造・撤去・修繕）工事申込書（様式第１号）によっ

てしなければならない。 

（止水栓等の操作禁止） 

第５条 条例第７条第２項に規定する止水栓及び仕切弁は、町長の許可を得ないで操

作してはならない。 

（工事費用の算出方法） 

第６条 条例11条第３項に規定する費用の算出方法は、次に掲げるところによる。 

(１) 材料費、運搬費、労力費等 国土交通省及び県が定める設計歩掛、単価によ

ること。 

(２) 道路復旧費 道路管理者の定める復旧方法による施工に要した費用とする

こと。 

２ 特別な給水装置工事で、前項に規定する算出方法によることが適当でないと町長

が認めた場合は、その都度町長が定めるものとする。 

（工事費用等の納入） 

第７条 条例第７条第１項に規定する工事に要する費用、条例第８条に規定する加入

金及び条例第31条に規定する手数料は、町長が指定する期日までに納入しなければ
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ならない。 

（給水契約の申込み） 

第８条 条例第14条に規定する申込みは、給水契約申込書（様式第２号）によってし

なければならない。 

（メーターの設置基準） 

第９条 条例第17条第２項の規定による町の水道メーター（以下「メーター」という。）

の設置位置は、給水装置の設置されている宅地内で家屋外を原則とする。 

２ メーターは、１世帯又は１事業所ごとに１個とし、給水装置に２個以上のメータ

ーを直列に設置してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、

この限りでない。 

（給水装置の保護施設の管理） 

第10条 条例第18条第２項及び条例第21条第１項の規定による管理上の責任は、給水

装置の保護施設も含むものとする。 

（定例日） 

第11条 条例第25条における定例日は、原則として２月ごとの月の１日から10日まで

とする。 

（使用水量の認定） 

第12条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、前４月の使用水量及びその他の

事情を考慮して行う。 

（共用給水装置の料金の算定） 

第13条 条例第27条第４項に規定する共用給水装置の料金の算定は、各世帯の給水管

の口径をメーター口径とみなし、各世帯均等に使用したものとして、各世帯の料金

を算定することができる。ただし、町長が必要と認めたときは、各世帯に使用水量

を認定し料金を算定することができる。 

（共用給水装置使用の特例） 

第14条 町長が天地地変又は公衆衛生上必要があると認めるときは、供用給水装置を

臨時に使用させることができる。 

（料金の徴収方法） 

第15条 条例第29条の規定による料金の徴収で、料金を２月ごとに徴収する場合は、

納期を毎年度６期に分け、町長が定める徴収期間の末日までに納入通知書（口座振

替を含む。）によって行う。 

２ 毎月徴収の場合は、納入通知書の発行日の属する月の末日までに、随時徴収の場

合は、その都度徴収する。 

（料金等の減免） 

第16条 条例第32条の規定により、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が

認めたものに対しては、減額し、又は免除することができる。 

(１) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金 

(２) 不可抗力による漏水に起因する料金 
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(３) その他町長が公益上特別の理由があると認めたもの 

（給水装置を検査する者の証明書） 

第17条 条例第33条第１項の規定により給水装置の検査を行う職員が携帯する証明

書は、様式第３号による。 

（共同住宅の各戸徴収） 

第18条 町長は、共同住宅で貯水槽以下の装置が次に定める要件に適合している場合

は、各戸ごとに使用水量の計量（第２号に定めるメーターによる。）及び料金の徴

収を行うことができる。 

(１) 貯水槽以下の装置が水道法施行令（昭和32年政令第336号）第５条に定める

基準に準じていること。 

(２) 地上３階以上の共同住宅であって、各戸に設置するメーターが、町長の指定

する遠隔指示メーターであること。ただし、町長が特に認めた場合は、この限り

でない。 

(３) その他町長が必要と認める要件を満たしていること。 

２ 第１項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望する者は、町長に貯水槽以下

の各戸メーター検針・料金収納申請書（様式第４号）により申請しなければならな

い。 

３ 第１項の規定により計量し、徴収する場合の料金は、各居住者を１戸とみなし各

戸ごとに専用給水装置の料金を適用する。 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第19条 条例第38条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び

管理の状況による検査は、次に定めるところによるものとする。 

(１) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条の規定に掲げる管理基準

に準じて管理すること。 

(２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水

槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残

留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。 

（様式） 

第20条 条例に規定する様式は、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 「臨時」給水契約申込書（様式第５号） 

(２) 代理人届（様式第６号） 

(３) 管理人選定届（様式第７号） 

(４) 水道使用中止届（様式第８号） 

(５) 水道再使用届（様式第９号） 

(６) 給水装置所有者名義変更届（様式第10号） 

(７) 給水装置使用者届（様式第11号） 

(８) 水道使用廃止届（様式第12号） 

（補則） 
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第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年２月26日規則第１号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月15日規則第９号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年９月29日規則第20号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年８月27日規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑前町水道事業給水条例施行規則は、

令和６年４月１日から適用する。 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第８条関係） 
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様式第３号（第17条関係） 

 



8/16 

様式第４号（第18条関係） 
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様式第５号（第20条関係） 
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様式第６号（第20条関係） 
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様式第７号（第20条関係） 
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様式第８号（第20条関係） 
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様式第９号（第20条関係） 
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様式第10号（第20条関係） 
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様式第11号（第20条関係） 
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様式第12号（第20条関係） 

 


